
• すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と
権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられ
ており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

まさる行政書士事務所 菅野勝

• すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他
の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位
又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、
すべての権利と自由とを享有することができる。
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